
今
年
5
月
、
地
中
海
に
面
す
る
ト
ル
コ

の
都
市
メ
ル
ス
ィ
ン
と
2
月
の
大
地
震
で

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
オ
ス
マ
ニ
エ
を

訪
れ
ま
し
た
。
メ
ル
ス
ィ
ン
は
串
本
町
と

「
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
」
と
の
関
係
で
姉

妹
都
市
と
な
っ
て
い
る
町
で
す
。
広
い
港

の
公
園
の
一
角
に
串
本
と
同
様
の
慰
霊
碑

が
あ
り
、「
串
本
通
り
」
と
名
付
け
れ
ら

れ
た
海
岸
通
り
も
あ
り
ま
す
。

慰
霊
碑
の
近
く
で
談
笑
し
て
い
た
若
者

に
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
か
尋
ね
る
と
、み
ん
な
「
知
ら
な
い
」

と
の
返
事
。
あ
る
程
度
は
予
想
し
て
い
た

も
の
の
…
。
一
方
、
食
事
を
ご
一
緒
し
た

60
歳
代
と
思
わ
れ
る
地
元
の
方
に
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
話
は
、

昔
、
学
校
で
学
ん
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。

ご
存
じ
の
と
お
り
、
明
治
23
年

（
1
8
9
0
年
）、
オ
ス
マ
ン
帝
国
皇
帝

か
ら
の
親
書
を
明
治
天
皇
に
届
け
た
帰

途
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
は
台
風
に
遭

遇
。
串
本
大
島
の
岩
礁
に
座
礁
・
大
破
し
、

6
5
0
余
名
の
う
ち
5
8
7
名
が
帰
ら

ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
大
島
の
住
民
は
嵐

の
中
、命
の
危
険
も
顧
み
ず
69
名
を
救
出
。

生
存
者
は
神
戸
の
病
院
で
治
療
後
、
日
本

の
軍
艦
2
隻
で
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
ま
で
帰

還
さ
せ
ま
し
た
。

昭
和
55
年（
1
9
8
0
年
）の
イ
ラ
ン
・

イ
ラ
ク
戦
争
の
際
、
テ
ヘ
ラ
ン
に
残
さ
れ

た
日
本
人
約
2
0
0
人
が
無
事
に
イ
ラ

ン
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

戦
争
中
の
危
険
を
も
顧
み
ず
、
2
機
の
救

援
機
を
飛
ば
し
て
く
れ
た
ト
ル
コ
航
空
の

お
か
げ
で
し
た
。
こ
れ
は
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル

ル
号
遭
難
時
の
恩
返
し
だ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
23
年
（
2
0
1
1
年
）

3
月
の
東
日
本
大
震
災
や
、
同
年
9
月
の

紀
伊
半
島
大
水
害
の
際
も
、
ト
ル
コ
は
い

ち
早
く
救
助
隊
を
派
遣
し
、
長
期
間
の
救

助
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
義
援
金
を

送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
今
年
2
月
の
ト
ル

コ
・
シ
リ
ア
大
地
震
で
は
、
小
学
校
の
児

童
会
も
含
め
、
日
本
中
で
募
金
箱
が
設
置

さ
れ
、
義
援
金
・
募
金
活
動
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、友
好
の
歴
史
が
語
り
継
が
れ
、

日
本
人
と
ト
ル
コ
国
民
の
心
に
記
憶
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

人
権
機
関
有
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語
り
継
ぐ
こ
と

和
歌
山
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
で
は
、

人
権
相
談
の
受
け
付
け
や
弁
護
士
に
よ
る

法
律
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も

相
談
料
は
無
料
で
す
。

●
人
権
電
話
相
談
（
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
）
/
人
権
問
題
に
関
す
る
ご
相
談

に
、
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。
面
接
で

の
相
談
も
可
能
で
す
。

　

☎
0
7
3
‐
4
2
1
‐
7
8
3
0

・
開
設
日
時
/
月
曜
日
～
金
曜
日　

9

時
～
16
時
（
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
）

●
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
/
人
権
問

題
に
関
す
る
ご
相
談
に
、
弁
護
士
が
対

応
し
ま
す
。
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。　

☎
0
7
3
‐
4
3
5
‐
5
4
2
0

・
開
設
日
時
/
偶
数
月
第
2
・
第
4
木

曜
日　

奇
数
月
は
第
2
土
曜
日
、
第
4

木
曜
日　

※
実
施
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
に
実
施

・
相
談
方
法
/
セ
ン
タ
ー
来
所
に
よ
る

面
接
相
談
・
県
振
興
局
来
所
に
よ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
相
談
（
1
枠
40
分
×
4
枠
）

問

和
歌
山
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
（
和
歌
山
市
手
平
2
丁
目
1
‐
2 

県
民

交
流
プ
ラ
ザ
和
歌
山
ビ
ッ
グ
愛
2
階
）

人権特設相談所
日常生活や身の回りの人権問題について、人権擁護委

員が相談を受けます。相談は無料で、秘密は厳守します。
●日時／ 10 月 19 日　（木）13:00~16:00
●場所／金屋文化保健センター

電話による人権相談窓口
みんなの人権 110 番（さまざまな人権問題）

☎ 0570-003-110
女性の人権ホットライン（家庭内暴力など女性の人権問題）

☎ 0570-070-810
こどもの人権 110 番（いじめ・虐待など子どもの人権問題）

☎ 0120-007-110

弁
護
士
相
談
も
あ
り
ま
す

人
権
相
談
窓
口

総務課（吉備庁舎）
電話　　　22-3291
ファクス　52-3210

人権だより
考えてみませんか、私の人権、あなたの人権。

413 広報ありだがわ　2023.10


